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第１ 施策評価の概要 

 

１ 施策評価について  

 

「ほっといばらき もっと、ずっと」のスローガンのもと、平成 27年度にスタートし

た「第５次茨木市総合計画」は、基本構想、基本計画、実施計画の３層で構成されてい

ます。 

総合計画では、基本構想に掲げるまちの将来像とまちづくりを支える基盤の実現に向

け、前期基本計画には、40の施策とそれを構成する 131の取組による施策別計画が定

められており、施策ごとに評価を行うことで、施策と取組の進捗を管理するものとして

います。 

そこで、総合計画に掲げる施策の方向性に沿った進行状況の評価を行い、今後の施策

の進め方を検討する「施策評価」を、平成 27年度実施施策分から実施します。なお、

評価にあたっては、毎年度実施する市内部における評価に加え、学識経験者による外部

評価を隔年で実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５次茨木市総合計画のスローガン 
ほっといばらき もっと、ずっと 

まちの将来像 

まちづくりを支える基盤 など 

施策別計画【施策(40)・取組(131)】 
など 

基本構想 

基本計画 

政策的事業 

実施計画 

施策評価の対象 

図１ 第５次茨木市総合計画の体系 
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２ 施策評価の目的  

 

(1) 総合計画の進行管理 

第５次茨木市総合計画に掲げるまちの将来像等の実現に向け、基本計画に定める施

策及び取組の現状や課題を確認し、目標の進行状況を評価するとともに今後の方針を

設定し、総合計画実施計画等につなげることにより、施策等の推進を図ります。 

 

(2) 効率的で効果的な行財政運営の実現 

複数の事務事業で構成される施策及び取組単位で評価を行い、施策等への貢献度、

優先度等を踏まえ、幅広い視点から個々の事務事業のあり方を検討することにより、

総合計画実施計画等における事務事業の選択と集中を実現するとともに、より効率的

で効果的な行財政運営の実現を図ります。 

 

(3) 市民との情報共有 

施策等の進行状況を数値で示す指標等を活用し、施策等の現状と課題、今後の方針

等を分かりやすく公表して市民と共有することにより、市の説明責任を果たすととも

に市政への理解と協力を得ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H30 

  前期基本計画（5年間） 

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

実施計画（5年間を毎年見直し） 

R1 

R2 

公表年度 

図２ 施策評価による総合計画推進のイメージ 

年度 

実施計画 

実施計画 

後期基本計画（5年間） 

基本構想（10年間） 

施策
評価 

年度末時点の施策の目標の進行状況を評価するとともに、 

施策及び行財政改革の推進に向けた今後の方針を設定。 

⇒実施計画につなげる 
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３ 評価方法等  

 

(1) 施策評価の対象 

第５次茨木市総合計画前期基本計画に掲げる40施策（131取組）すべてを対象とし、

平成 27年度からの４年間の実績を踏まえて、平成 30年度末現在における現状と課題

等について評価を行います。 

 

(2) 評価方法 

市内部において、各取組の主たる担当課により取組レベルの評価（取組評価）を行

った後、それらを踏まえて、各施策の主たる担当課により施策レベルの評価（施策評

価）を行います。 

取組評価においては、各取組の目的、意図を表現し、実績の推移等を確認すること

で成果を把握できる参考指標を可能な限り設定し、定量的で客観的な点検・評価等と

なるよう努めています。 

 

(3) 施策評価結果の活用 

  施策評価の課題を踏まえ、毎年度ローリングを行う総合計画実施計画において、事

業の新規、拡充、見直し等の立案を行うことにより、今後５年間における施策及び行

財政改革の推進を図ります。 

  また、実施計画を踏まえた予算編成、事業実施を行い、施策評価においてその成果

等を評価することにより、本市の行財政運営におけるＰＤＣＡマネジメントサイクル

を機能させていくものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・総合計画実施計画 

・予算編成 

Plan（計画） 

・事業実施 

・行革の取組 

・機構改革 

・人員配置 

Do（実施） 

・施策評価 

Check（評価） 

・事業立案 
 （新規、拡充、見直し） 

・ｱｳﾄｿｰｼﾝｸﾞ推進 

 

Action（改善） 

マネジメントサイクル 

第５次茨木市総合計画 

茨木市行財政改革指針 

その他各種行政計画 

図３ 行財政運営におけるＰＤＣＡマネジメントサイクルのイメージ 
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第２ 平成 30年度施策評価結果 

 

１ 評価結果の総括  

 

  前期基本計画の 40の施策及び 131の取組における、総合評価は下表のとおりです。

なお、総合評価のＡ～Ｄ（a～d）の意味は次のとおりです。 

  

 

 

 

 

(1) 施策評価 

まちの将来像等 

（第５次総合計画） 

施策の総合評価 
施策数 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

１ ともに支え合い、健やかに暮らせるまち 3 3 0 0 6 

２ 次代の社会を担う子どもたちを育むまち 1 4 0 0 5 

３ みんなの”楽しい”が見つかる文化のまち 0 5 0 0 5 

４ 市民・地域とともに備え、命と暮らしを守る安全安心のまち 0 4 0 0 4 

５ 都市活力がみなぎる便利で快適なまち 0 9 0 0 9 

６ 心がけから行動へ みんなで創る環境にやさしいまち 0 4 0 0 4 

７ まちづくりを進めるための基盤 0 7 0 0 7 

計 4 36 0 0 40 

 

(2) 取組評価 

まちの将来像等 

（第５次総合計画） 

取組の評価 
取組数 

ａ ｂ ｃ ｄ 

１ ともに支え合い、健やかに暮らせるまち 5 13 0 0 18 

２ 次代の社会を担う子どもたちを育むまち 2 12 1 0 15 

３ みんなの”楽しい”が見つかる文化のまち 3 14 0 0 17 

４ 市民・地域とともに備え、命と暮らしを守る安全安心のまち 4 10 0 0 14 

５ 都市活力がみなぎる便利で快適なまち 2 30 0 0 32 

６ 心がけから行動へ みんなで創る環境にやさしいまち 2 8 1 0 11 

７ まちづくりを進めるための基盤 5 19 0 0 24 

計 23 106 2 0 131 

 

 

 

Ａ・a 施策、取組の方向性に沿って順調に進行している。 

 Ｂ・b 施策、取組の方向性に沿っておおむね順調に進行している。 

 Ｃ・c 施策、取組の方向性に沿った進行にやや遅れが生じている。 

 Ｄ・d 施策、取組の方向性に沿った進行に大幅な遅れが生じている。 
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平成30年度施策評価

1

　Ａ　施策の方向性に沿って順調に進行している。

　Ｂ　施策の方向性に沿っておおむね順調に進行している。

　Ｃ　施策の方向性に沿った進行にやや遅れが生じている。

　Ｄ　施策の方向性に沿った進行に大幅な遅れが生じている。

氏　　名

Ｂ

部　長 北川　友二

1-1-1

施策関係課

健康福祉部 地域福祉課施策主担当課 －

誰もが地域福祉の担い手となり、相談支援体制を充実することにより、住み慣れた地域で、誰もが人としての尊厳を持っ
て個性や能力をいかしながら、社会参加ができ、安心していつまでも暮らすことができるまちづくりを進めます。

すべての人の権利が守られる地域社会の推進

3

施策の

方向性
（前期基本

計画より）

4 評価者等

補職名・課名

1-1-2

市民との協働による地域福祉の推進

1-1-3

★地域における相談支援体制の充実

2 施　策 1-1

相談支援課、障害福祉課

ともに支え合い、健やかに暮らせるまち

地域福祉を推進する

部　　名

１　施策の概要
まちの将来像 1

施策評価シート

5

健康福祉部評価者（部長級）

地域福祉計画（第３次）と、一体的に策定された

社会福祉協議会地域福祉活動計画（第２次）と

の連携を図りながら、引き続き地域福祉の推進
に取り組む必要があります。

課題
②

課題

③

虐待の早期発見及び深刻化を防ぐため、引き続

き関係機関との連携協力体制の充実・強化が必
要です。

２　H30年度末現在の施策の現状と課題

1 総合評価

課題

④

施策内の

取組
（★：重点プラ

ン該当取組）

課題
⑤

2

総合保健福祉計画（第２次）に基づき、各相談支
援機関について、14の各エリアにおける周知活
動や関係機関との連携強化に取り組む必要があ

ります。

総合保健福祉計画（第２次）に基づき、ネットワー

クの再編を引き続き進める必要があります。

評価理由（H30年度の主な成果、総合評価に影響を与えた外的な要因等）

　平成30年３月に総合保健福祉計画（第２次）を策定し、包括的支援体制の推進を

掲げました。それまでの７圏域の考え方を見直し、新たに設定した14エリア５圏域に

対応できるよう、平成30年度に相談支援機関を一部拡充し、既存の事業所も含め、

受託事業者を改めて選定しました。

　併せて、圏域ごとの拠点として整備を進める（仮称）地区保健福祉センターにつ

いて、総合保健福祉審議会での検討を重ね、５圏域のうち３圏域について、市立デ

イサービスセンター廃止後の建物を活用する方針となりました。

　また、地域福祉計画（第３次）に基づき、地域福祉活動の活性化を図るため、地域

で活動している民生委員・児童委員に対して、研修の実施等の支援を行うととも

に、地区福祉委員会に対しても、茨木市社会福祉協議会を通じて、補助金の交付

や地域集会施設の使用料免除等の支援を行いました。

　平成30年６月に発生した大阪北部地震では、茨木市社会福祉協議会に災害ボラ

ンティアセンターを設置し、多くのボランティアが被災者の支援にあたりました。

　市民及び各相談支援機関からの虐待の通報受理、緊急介入、再発防止等の早

期対応を図るとともに、緊急一時保護事業及び成年後見制度利用支援事業等を

実施しました。また、障害者・高齢者虐待防止ネットワーク連絡会において、引き続

き様々な機関等の連携体制の構築に努めるとともに、研修会や啓発活動を実施し

ました。

　以上から、施策の方向性に沿っておおむね順調に進行していると判断し、総合評

価は「B」とします。

課題
①

総合保健福祉計画（第２次）に基づき、（仮称）地
区保健福祉センターを５圏域ごとに整備するた

め、具体的な機能の検討が必要です。

H30年度末現在の施策の主な課題

２ 施策評価シートの見方  

 

 施策評価シートの構成と見方は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５次茨木市総合計画前期実施計画の内容を記載していま
す。 

施策の推進を担う担当課を、主担当課と関連課に分けて記載
しています。施策評価シートの作成担当者は施策主担当課長
です。 

施策を構成する単位である取組を列挙しています。取組の評
価は次ページ以降に掲載されています。 

平成27年度から平成30年度末までの４年間の実績を踏まえて、施策の進行状況につい
て、Ａ～Ｄの４段階で総合評価を行い、評価理由を記載しています。総合評価の目安
は次のとおりとし、これによらない場合には、その理由を、評価理由欄において文章

で明らかにすることとしています。 
 
Ａ：すべての取組の評価がａまたはｂであり、かつ、５割以上がａであること 

から、施策の方向性に沿って順調に進行している 
Ｂ：①すべての取組の評価がａまたはｂであり、かつ、５割以上がｂである 
Ｂ：②一部の取組の評価がｃであるが、５割以上はａまたはｂである 

Ｂ：①または②から施策の方向性に沿っておおむね順調に進行している 
Ｃ：Ａ・Ｂ・Ｄ以外（施策の方向性に沿った進行にやや遅れが生じている） 
Ｄ：７割以上の取組の評価がｄであることから、施策の方向性に沿った進行に 

大幅な遅れが生じている 
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【評価シートの見方（続き）】 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

３ 施策評価シート  

 

 全 40施策の施策評価シートは次ページ以降のとおりです。 

1

2

３　施策内の取組の評価 ★：重点プラン該当取組

1

2

3

地区行動計画を策定している地区福祉委員会数 地区 ↗ 9 9 33(Ｒ5)

民生委員・児童委員への相談件数 件 → 11,563 13,215 12,000(Ｒ1)

実績値
目標値（年度）

H29年度 H30年度

ボランティアセンターでのボランティア登録者数 人 ↗ 1,380 1,596 1,500(Ｒ1)

6
H30年度末現
在の取組の

現状

取組の評価 評価理由（H30年度の取組内容と成果、影響を与えた外的な要因等）

ｂ 平成30年３月に策定した地域福祉計画（第３次）に基づき、地域福祉活動の活性化を図るため、地域で活動

している民生委員・児童委員に対して、研修の実施等の支援を行うとともに、地区福祉委員会に対しても、茨

木市社会福祉協議会を通じて、補助金の交付や地域集会施設の使用料免除等の支援を行いました。

平成30年６月には、大阪北部地震が発生したことを受けて、茨木市社会福祉協議会に災害ボランティアセン

ターを設置し、多くのボランティアが被災者の支援にあたりました。
ａ：順調に進行

ｂ：おおむね順調に進行

ｃ：進行にやや遅れ

ｄ：進行に大幅な遅れ

参考指標 単位
めざす

方向性

5

該当する
重点プラン
（前期基本

計画より）

該当なし
内
容

青木　耕司

関係課

4
目　標

（前期基本

計画より）

　誰もが気軽に福祉活動やボランティア活動に参加できる環境が整い、地域福祉の担い手となっています。

主担当課 部名 健康福祉部 課名 課長名地域福祉課

施　策 1-1 地域福祉を推進する

取　組

まちの将来像

1-1-1 市民との協働による地域福祉の推進

1 ともに支え合い、健やかに暮らせるまち

施策を構成する取組の評価結果とその理由が記載されています。取組の評価の目安は次の
とおりです。 

 
【参考指標を設定している場合】 
参考指標の推移と評価欄の関係性の目安は次のとおりとし、これによらない場合には、そ

の理由を、評価理由欄において文章で明らかにすることとしています。 
ａ：すべての参考指標が目標値に向けて順調に推移していることから、取組の方向性に 
沿って順調に進行している 

ｂ：一部の参考指標の推移が目標水準を下回っているが、目標値の達成は可能であるこ 
とから、取組の方向性に沿っておおむね順調に進行している 

ｃ：一部の参考指標の推移が目標水準を下回っており、目標値の達成が困難であること 

から、取組の方向性に沿った進行にやや遅れが生じている 
ｄ：すべての参考指標の推移が目標水準を下回っているなど、多くの目標値の達成が困 
難であることから、取組の方向性に沿った進行に大幅な遅れが生じている 

 
【参考指標を設定していない場合】 
目標に対する現状を分析し、ａ～ｄの最も適当な選択肢を選択し、評価理由欄を記入して

います。 


